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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線透過画像から特定の物体を識別する物体識別装置において、
　前記物体を任意のｉ方向（１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の角度からＸ線撮像して生成され
る複数のＸ線透過画像のうち、当該物体の少なくとも一部の形状の特性を含む画像領域を
構成する複数の画素群を当該画像群ごとに入力し、それぞれ割り当てられた重みパラメー
タを乗算した総和に対して非線形の閾値処理を施して出力する多入力一出力の写像を実行
する写像関数素子について、当該写像関数素子同士の入出力間を相互接続しながら、前記
物体に相当するか否かを決定する最終的な単一の写像関数素子に収束されるまで一連の前
記写像を実行した後、得られた当該単一の写像関数素子からの出力に基づいて、全ての前
記重みパラメータをそれぞれ最適化して得られるデータ群が記憶された記憶部と、
　供給される検査対象物に対してＸ線撮像する撮像部から得られるＸ線透過画像を前記画
像領域単位でスキャンして、前記検査対象物の少なくとも一部の形状の特性を含む複数の
画素群を抽出する画素群抽出部と、
　前記画素群抽出部により抽出された前記複数の画素群について、前記記憶部から読み出
した前記データ群に基づく各前記重みパラメータを利用して、ｎ方向の角度に関して前記
一連の写像を全て実行することにより、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判
断する判断部と
　を備えることを特徴とする物体識別装置。
【請求項２】



(2) JP 6829778 B2 2021.2.10

10

20

30

40

50

　前記判断部は、前記物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られるＸ線透過画像と、
（ｉ－ｋ）方向（１≦ｋ＜ｉを満たす整数）の角度から得られるＸ線透過画像と、（ｉ＋
ｋ）方向の角度から得られるＸ線透過画像とについて一連の前記写像を実行した結果に基
づいて、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項１に記載の物体識別装置。
【請求項３】
　前記判断部は、前記物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られるＸ線透過画像につ
いて一連の前記写像を実行する際、前記物体のうち当該物体を識別するために最も顕著な
特徴部位を表す複数の画素群に基づく前記重みパラメータを利用して、前記一連の写像を
全て実行することにより、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の物体識別装置。
【請求項４】
　前記撮像部によりＸ線撮像されたＸ線透過画像を画面表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部は、前記判断部により前記検査対象物が前記物体に相当すると判断された場
合、前記表示部に表示されている前記Ｘ線透過画像のうち前記検査対象物を識別可能に着
色する
　ことを特徴とする請求項１から３までのいずれかに記載の物体識別装置。
【請求項５】
　前記物体について危険物に相当するものを前記記憶部に登録しておき、
　前記判断部により前記検査対象物が前記物体に相当すると判断され、かつ当該物体が前
記記憶部に記憶されている前記危険物に該当すると判断された場合、周囲に音声及び発光
のいずれか一方又は両方により警告する警告部を備える
　ことを特徴とする請求項１から４までのいずれかに記載の物体識別装置。
【請求項６】
　前記警告部による警告とともに、又は当該警告に変えて、表示部に表示されている前記
Ｘ線透過画像のうち前記検査対象物を所定の表示色及び表示パターンにて表示する表示処
理部を備える
　ことを特徴とする請求項５に記載の物体識別装置。
【請求項７】
　Ｘ線透過画像から特定の物体を識別する物体識別方法において、
　前記物体を任意のｉ方向（１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の角度からＸ線撮像して生成され
る複数のＸ線透過画像のうち、当該物体の少なくとも一部の形状の特性を含む画像領域を
構成する複数の画素群を当該画像群ごとに入力し、それぞれ割り当てられた重みパラメー
タを乗算した総和に対して非線形の閾値処理を施して出力する多入力一出力の写像を実行
する写像関数素子について、当該写像関数素子同士の入出力間を相互接続しながら、前記
物体に相当するか否かを決定する最終的な単一の写像関数素子に収束されるまで一連の前
記写像を実行した後、得られた当該単一の写像関数素子からの出力に基づいて、全ての前
記重みパラメータをそれぞれ最適化して得られるデータ群を記憶する第１のステップと、
　供給される検査対象物に対してＸ線撮像する撮像部から得られるＸ線透過画像を前記画
像領域単位でスキャンして、前記検査対象物の少なくとも一部の形状の特性を含む複数の
画素群を抽出する第２のステップと、
　抽出された前記複数の画素群について、前記第１のステップにおいて記憶されている前
記データ群に基づく各前記重みパラメータを利用して、ｎ方向の角度に関して前記一連の
写像を全て実行することにより、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判断する
第３のステップと
　を備えることを特徴とする物体識別方法。
【請求項８】
　前記第３のステップでは、前記物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られるＸ線透
過画像と、（ｉ－ｋ）方向（１≦ｋ＜ｉを満たす整数）の角度から得られるＸ線透過画像
と、（ｉ＋ｋ）方向の角度から得られるＸ線透過画像とについて一連の前記写像を実行し
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た結果に基づいて、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項７に記載の物体識別方法。
【請求項９】
　前記第３のステップでは、前記物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られるＸ線透
過画像について一連の前記写像を実行する際、前記物体のうち当該物体を識別するために
最も顕著な特徴部位を表す複数の画素群に基づく前記重みパラメータを利用して、前記一
連の写像を全て実行することにより、前記検査対象物が前記物体に相当するか否かを判断
する
　ことを特徴とする請求項７又は８に記載の物体識別方法。
【請求項１０】
　前記撮像部によりＸ線撮像されたＸ線透過画像を表示部に画面表示しておき、
　前記第３のステップにより前記検査対象物が前記物体に相当すると判断された場合、前
記表示部に表示されている前記Ｘ線透過画像のうち前記検査対象物を識別可能に着色する
　ことを特徴とする請求項７から８までのいずれかに記載の物体識別方法。
【請求項１１】
　前記物体について危険物に相当するものを前記第１のステップにおいて登録しておき、
　前記第３のステップにより前記検査対象物が前記物体に相当すると判断され、かつ当該
物体が前記第１のステップにおいて記憶されている前記危険物に該当すると判断された場
合、周囲に音声及び発光のいずれか一方又は両方により警告する
　ことを特徴とする請求項７から１０までのいずれかに記載の物体識別方法。
【請求項１２】
　前記警告とともに、又は当該警告に変えて、表示部に表示されている前記Ｘ線透過画像
のうち前記検査対象物を所定の表示色及び表示パターンにて表示する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の物体識別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は物体識別装置に関し、例えばＸ線手荷物検査に用いられる物体識別装置及び物
体識別方法に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空港、イベント会場などでの手荷物検査においては、Ｘ線の透過量を示すグレー
スケール画像、材質を判定して材質ごとに色付けしたカラー画像などをディスプレイに表
示し、人手で危険物の有無を確認することが行われている。
【０００３】
　このような画像に危険物が含まれているか否かを判断するためには、高度な訓練を受け
た検査員が必要である。また、多くの検査員を大量に確保する必要がある。そこで、少し
でも検査員の負担および人員を抑えるために、危険物の発見を自動化する取り組みがなさ
れている。
【０００４】
　近年、手荷物を高速スキャンにより撮像した画像を画像処理し、その画像に特定の性状
のものが含まれていない場合に合格とし、特定の性状のものが含まれている場合に不合格
とするシステムが開示されている（特許文献１参照。）。
【０００５】
　また、複数のＸ線スキャン画像から物体内容の特徴を計算し、その特徴が予めデータベ
ースに登録された保存特徴セット（複数画像から得られる減衰（透過）、テクスチャ、原
子番号、サイズ、形状を含む物理的特性の組合せ）との比較による検知分析を行い、内容
物の一致または脅威性の有無を判断するシステムが開示されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００２－２５７７５１号公報
【特許文献２】特表２０１４－５２５５９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載のシステムでは、テンプレートマッチングが行われているが
、テンプレートマッチングでは、テンプレート画像を入力画像で走査させ、入力画像上の
各位置における類似度を算出し、最大（または閾値以上）の類似度をとる位置を検出する
必要があり、テンプレート画像と入力画像との両方に画像処理が必要になる。また、特許
文献２に記載のシステムでは、マニフェストデータを用意しなければならない問題がある
。
【０００８】
　一方、手荷物検査時において、検査員が全ての検査対象物が危険物か否かを、Ｘ線透過
画像を目視確認するのみで正確に判断することは困難である。実際に危険物の種類は、刃
物、ライター、爆弾等多岐にわたり、未知なる危険性の高い物体を検査員が形状のみから
目視判断することは非常に困難を要し、疑義のある場合は、直に手に取って確認する必要
がある。このため手荷物に含められる可能性がある物体を全て事前に認識しておき、手荷
物検査時に検査対象物が当該認識された物体に相当するか否かを判断することが望ましい
。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、Ｘ線撮像方向にかかわらず物体を容易に
識別し得る物体識別装置及び物体識別方法を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明においては、Ｘ線透過画像から特定の物体を識別する
物体識別装置において、物体を任意のｉ方向（１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の角度からＸ線
撮像して生成される複数のＸ線透過画像のうち、当該物体の少なくとも一部の形状の特性
を含む画像領域を構成する複数の画素群を当該画像群ごとに入力し、それぞれ割り当てら
れた重みパラメータを乗算した総和に対して非線形の閾値処理を施して出力する多入力一
出力の写像を実行する写像関数素子について、当該写像関数素子同士の入出力間を相互接
続しながら、物体に相当するか否かを決定する最終的な単一の写像関数素子に収束される
まで一連の写像を実行した後、得られた当該単一の写像関数素子からの出力に基づいて、
全ての重みパラメータをそれぞれ最適化して得られるデータ群が記憶された記憶部と、供
給される検査対象物に対してＸ線撮像する撮像部から得られるＸ線透過画像を画像領域単
位でスキャンして、検査対象物の少なくとも一部の形状の特性を含む複数の画素群を抽出
する画素群抽出部と、画素群抽出部により抽出された複数の画素群について、記憶部から
読み出したデータ群に基づく各重みパラメータを利用して、ｎ方向の角度に関して一連の
写像を全て実行することにより、検査対象物が物体に相当するか否かを判断する判断部と
を設けるようにした。
【００１１】
　この結果、実際の検査対象物のＸ線撮像時に、データベースに予め登録されたテンプレ
ート画像などの標準データとの比較をする必要がなく、事前に記憶しておいた物体に相当
するものであれば、記憶部（メモリ）から読み出した重みパラメータを利用して演算する
だけで、Ｘ線撮像方向にかかわらず物体を容易に識別し得る。
【００１２】
　また本発明においては、判断部は、物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られるＸ
線透過画像と、（ｉ－ｋ）方向（１≦ｋ＜ｉを満たす整数）の角度から得られるＸ線透過
画像と、（ｉ＋ｋ）方向の角度から得られるＸ線透過画像とについて一連の写像を実行し
た結果に基づいて、検査対象物が物体に相当するか否かを判断するようにした。
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【００１３】
　この結果、ほぼ近い角度方向からのＸ線透過画像同士は相関性が高いことから、これら
のＸ線透過画像の重みパラメータを用いることで容易かつ高精度に物体を識別し得る。
【００１４】
　さらに本発明においては、判断部は、物体を任意のｉ方向の角度から撮像して得られる
Ｘ線透過画像について一連の写像を実行する際、物体のうち当該物体を識別するために最
も顕著な特徴部位を表す複数の画素群に基づく重みパラメータを利用して、一連の写像を
全て実行することにより、検査対象物が物体に相当するか否かを判断するようにした。
【００１５】
　この結果、物体全体を対象とすることなく、物体を識別するために最も顕著な特徴部位
（万年筆におけるペン先等）のみから容易に物体を識別し得る。
【００１６】
　さらに本発明においては、撮像部によりＸ線撮像されたＸ線透過画像を画面表示する表
示部をさらに備え、表示部は、判断部により検査対象物が物体に相当すると判断された場
合、表示部に表示されているＸ線透過画像のうち検査対象物を識別可能に着色するように
した。
【００１７】
　この結果、検査対象物が物体に相当する場合、画像全体からその検査対象物のみ特定色
で表示すれば、検査員が容易に認識することが可能になる。
【００１８】
　さらに本発明においては、物体について危険物に相当するものを記憶部に登録しておき
、判断部により検査対象物が物体に相当すると判断され、かつ当該物体が記憶部に記憶さ
れている危険物に該当すると判断された場合、周囲に音声及び発光のいずれか一方又は両
方により警告する警告部を備えるようにした。
【００１９】
　この結果、検査対象物が危険物に該当する物体に相当する場合、周囲に音声および／ま
たは発光により警告すれば、検査員が危険物を容易に認識することが可能になる。
【００２０】
　さらに本発明においては、警告部による警告とともに、又は当該警告に変えて、表示部
に表示されているＸ線透過画像のうち検査対象物を所定の表示色及び表示パターンにて表
示する表示処理部を備えるようにした。
【００２１】
　この結果、検査対象物が危険物に該当する物体に相当する場合、他の物体から顕著に識
別可能なように画面上で警告表示すれば、検査員が危険物の存在を見落とすリスクを低減
することが可能になる。
【００２２】
　さらに本発明においては、Ｘ線透過画像から特定の物体を識別する物体識別方法におい
て、物体を任意のｉ方向（１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の角度からＸ線撮像して生成される
複数のＸ線透過画像のうち、当該物体の少なくとも一部の形状の特性を含む画像領域を構
成する複数の画素群を当該画像群ごとに入力し、それぞれ割り当てられた重みパラメータ
を乗算した総和に対して非線形の閾値処理を施して出力する多入力一出力の写像を実行す
る写像関数素子について、当該写像関数素子同士の入出力間を相互接続しながら、物体に
相当するか否かを決定する最終的な単一の写像関数素子に収束されるまで一連の写像を実
行した後、得られた当該単一の写像関数素子からの出力に基づいて、全ての重みパラメー
タをそれぞれ最適化して得られるデータ群を記憶する第１のステップと、供給される検査
対象物に対してＸ線撮像する撮像部から得られるＸ線透過画像を画像領域単位でスキャン
して、検査対象物の少なくとも一部の形状の特性を含む複数の画素群を抽出する第２のス
テップと、抽出された複数の画素群について、第１のステップにおいて記憶されているデ
ータ群に基づく各重みパラメータを利用して、ｎ方向の角度に関して一連の写像を全て実
行することにより、検査対象物が物体に相当するか否かを判断する第３のステップとを設
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けるようにした。
【００２３】
　この結果、実際の検査対象物のＸ線撮像時に、データベースに予め登録されたテンプレ
ート画像などの標準データとの比較をする必要がなく、事前に記憶しておいた物体に相当
するものであれば、第１のステップにおいて記憶されている重みパラメータを利用して演
算するだけで、Ｘ線撮像方向にかかわらず物体を容易に識別し得る。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、Ｘ線撮像方向にかかわらず物体を容易に識別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１の実施の形態による物体識別システムの構成の一例を示す図である。
【図２】第１の実施の形態による物体識別装置の構成の一例を示す図である。
【図３】第１の実施の形態による物体識別装置が実行する一連の処理に係るフローチャー
トの一例を示す図である。
【図４】第１の実施の形態によるＸ線透過画像における走査方法の一例を示す図である。
【図５】第１の実施の形態による一の物体に係るＸ線透過画像の一例を示す図である。
【図６】第１の実施の形態による重みパラメータ最適化システムの構成の一例を示す図で
ある。
【図７】第１の実施の形態によるネットワークの一例を示す図である。
【図８】第２の実施の形態による物体識別装置の構成の一例を示す図である。
【図９】第２の実施の形態による物体識別装置が実行する一連の処理に係るフローチャー
トの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００２７】
（１）第１の実施の形態
　図１において、１は全体として第１の実施の形態による物体識別システムを示す。物体
識別システム１は、後述する図６に示す重みパラメータ最適化システム２で最適化された
重みパラメータを記憶し、当該重みパラメータと、手荷物などの検査物にＸ線（エックス
線）を照射して得られたＸ線透過画像とに基づいて、検査物にどのような物体（検査対象
物）が含まれているかを識別（判定）する。
【００２８】
　より具体的には、物体識別システム１は、Ｘ線検査装置１００と、物体識別装置２００
と、表示端末３００とを含んで構成される。
【００２９】
　Ｘ線検査装置１００は、空港、港などの保安検査場、イベント会場などにおける手荷物
検査などに用いられる手荷物Ｘ線検査装置として広く用いられる装置である。Ｘ線検査装
置１００は、手荷物検査が行われる場所に所定の台数（一または複数）設置されている。
【００３０】
　例えば、Ｘ線検査装置１００は、Ｘ線を照射（発射）するＸ線源、およびＸ線の透過量
を計測するＸ線検出器を有するＸ線装置本体と、データを入出力するために使用するコン
ピュータとを備える。かかるＸ線検査装置１００は、駆動機構により供給される手荷物の
Ｘ線透過画像を撮像（Ｘ線撮像）し、当該Ｘ線透過画像を物体識別装置２００に送信する
。ここで、Ｘ線検出器は、撮像部の一例であり、例えば、シンチレータ、フォトダイオー
ド等を備え、Ｘ線検出器では、手荷物に照射されたＸ線が検査物を透過した後、シンチレ
ータで光に変換され、変換された光をフォトダイオードが検出し、画像を取得する。
【００３１】
　付言するならば、Ｘ線検査装置１００では、検査できない部位が生じないように、Ｘ線
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源は、斜め方向にＸ線を照射するように１つ配置されている。なお、本実施の形態では、
Ｘ線源は、１つ設けられる場合を例に挙げて説明するが、複数設けられる場合にも本発明
を適用可能である。Ｘ線源が複数設けられている場合の方（異なる撮影方向からのＸ線透
過画像が多い方）がより高精度に物体を識別可能となる。
【００３２】
　物体識別装置２００は、Ｘ線透過画像から特定の物体を識別可能な計算機（コンピュー
タ）であり、ノートパソコン、サーバ装置、ＦＰＧＡ（Field-Programmable　Gate　Arra
y）等である。物体識別装置２００は、Ｘ線検査装置１００で撮像されたＸ線透過画像に
基づいて、手荷物内の物体を識別し、判定結果などを表示端末３００等に表示（画面表示
）させる。物体識別装置２００の詳細については、図２乃至図４を用いて説明する。
【００３３】
　表示端末３００は、表示装置であり、ブラウン管ディスプレイ、液晶ディスプレイ、プ
ラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなどである。また、表示端末３００は、スマ
ートフォン、タブレット端末、ノートパソコンなどであってもよい。表示端末３００は、
Ｘ線検査装置１００によりＸ線撮像されたＸ線透過画像を表示したり、物体識別装置２０
０による識別結果を表示したりする。
【００３４】
　図２は、物体識別装置２００の構成の一例を示す図である。物体識別装置２００は、制
御部２１０、記憶部２２０、入力部２３０、出力部２４０、および通信部２５０を含んで
構成される。
【００３５】
　制御部２１０は、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）であり、各種の制御を
行う。記憶部２２０は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memo
ry）、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）などであり、各種の情報（物体識別プログラム２２
１、重みパラメータ２２２等）を記憶する。入力部２３０は、キーボード、マウス等であ
り、各種の情報を入力する。出力部２４０は、表示端末３００と同様に表示装置であり、
各種の情報（Ｘ線検査装置１００によりＸ線撮像されたＸ線透過画像、物体識別装置２０
０による識別結果など）を表示する。通信部２５０は、例えばＮＩＣ（Network　Interfa
ce　Card）から構成され、Ｘ線検査装置１００との通信時におけるプロトコル制御を行う
。
【００３６】
　物体識別装置２００の機能（画素群抽出部、判断部、表示処理部など）は、例えば、Ｃ
ＰＵがＲＯＭに格納されたプログラム（例えば、物体識別プログラム２２１）をＲＡＭに
読み出して実行すること（ソフトウェア）により実現されてもよいし、専用の回路などの
ハードウェアにより実現されてもよいし、ソフトウェアとハードウェアとが組み合わされ
て実現されてもよい。
【００３７】
　重みパラメータ２２２は、物体を識別するためのパラメータである。ここで、物体は、
物品のみならず動植物を含む。例えばワシントン条約における国際取引の規制対象となる
動植物が該当する。特に動物については、生きている状態のみならず、死後であっても骨
格等の形状が特定可能な部分も識別対象に含めるものとする。また物品は、全ての製品（
商品）を代表する抽象的なものでなく、市場に流通しているメーカ（ブランド）における
個々の具体的な製品（換言するならば、入手可能な製品）を指す。なお、以下では、明細
書の都合上、具体的な製品名称ではなく、一般名称を適宜用いて説明する。
【００３８】
　重みパラメータ２２２は、物体ごと、かつ物体の撮影方向（撮像方向）ごとに複数設け
られる。例えば、物体が万年筆である場合、万年筆を水平方向に１度ずつ、上下方向（垂
直方向）に１度ずつ撮影し、１２９，６００（＝３６０×３６０）カットのＸ線透過画像
の各々に対応する複数の重みパラメータ２２２が設けられる。なお、Ｘ線透過画像のカッ
ト度合いは、１度ずつでなくとも、２度ずつなど複数度ずつでもよい。また、角度単位も
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度（°）に限らず、ラジアン（rad）を適用してもよく、この場合、円周率（π）を基準
とした所定ラジアンずつにしてもよい。
【００３９】
　また、重みパラメータ２２２は、物体ごと、かつ物体の撮影方向ごとに加えてまたは替
えて、物体の最も顕著な特徴部位ごと、かつ当該特徴部位の撮影方向ごとに複数設けられ
てもよい。例えば、物体が万年筆である場合、万年筆の顕著な特徴部位は、ペン先、クリ
ップ、キャップ、胴軸、首軸、天冠などであり、最も顕著な特徴部位は、万年筆によって
異なり、管理者、システム等により決定される。なお、最も顕著な特徴部位は、１つの特
徴部位であることも、複数の特徴部位の組合せであることもある。
【００４０】
　なお、重みパラメータ２２２の最適化の例については、図６および図７を用いて後述す
るが、重みパラメータ２２２は、物体を任意のｉ方向（１≦ｉ≦ｎを満たす整数）の角度
からＸ線撮像して生成される複数のＸ線透過画像のうち、当該物体の少なくとも一部の形
状の特性を含む画像領域を構成する複数の画素群を当該画像群ごとに入力し、それぞれ割
り当てられた重みパラメータ２２２を乗算した総和に対して非線形の閾値処理を施して出
力する多入力一出力の写像を実行する写像関数素子について、当該写像関数素子同士の入
出力間を相互接続しながら、上記物体に相当するか否かを決定する最終的な単一の写像関
数素子に収束されるまで一連の上記写像を実行した後、得られた当該単一の写像関数素子
からの出力に基づいて、全ての上記重みパラメータ２２２をそれぞれ最適化して得られる
データ群である。
【００４１】
　ここで、物体識別装置２００の機能の一部は、物体識別装置２００と通信可能な他のコ
ンピュータにより実現されてもよい。また、例えば、物体識別装置２００がＸ線検査装置
１００に含められる場合は、入力部２３０、出力部２４０、および通信部２５０について
は、設けられなくてもよい。また、例えば、物体識別装置２００の出力部２４０と表示端
末３００との何れか一方については、設けられなくてもよい。
【００４２】
　図３は、物体識別装置２００が実行する一連の処理に係るフローチャートの一例を示す
図である。
【００４３】
　ステップＳ１０では、画素群抽出部は、Ｘ線検査装置１００からＸ線透過画像を受信（
取得）する。
【００４４】
　ステップＳ２０では、物体識別処理が行われる。手荷物内では、様々な場所に物体が収
納されているので、物体識別処理では、図４に示すように、Ｘ線透過画像４０１に対して
複数の画素群からなる所定の物体（重みパラメータが最適化された物体）に対応する画像
領域４０２が１画素ずつ水平方向および垂直方向に走査され、各走査位置における画像領
域４０２について、所定の物体が含まれているか否かが物体ごとに判定される。なお、画
像領域４０２は、所定の物体に対応する画像領域であり、物体ごと、かつ撮影方向ごとに
画像領域の大きさは異なってもよい。
【００４５】
　また、手荷物内には、様々な向きで物体が収納されているので、図５に示すように、一
の物体に対して複数のカットのＸ線透過画像について所定の物体が含まれているか否かが
順次判定される。
【００４６】
　また、一の物体に対して物体認識処理が終了すると、次の物体について物体認識処理が
行われる。物体認識処理の処理内容については、一の物体のｉ方向でのカットのＸ線透過
画像５０１における一の走査位置の画像領域での処理を例に挙げて、ステップＳ２１およ
びステップＳ２２にて説明する。
【００４７】
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　ステップＳ２１では、画素群抽出部は、ステップＳ１０で取得されたＸ線透過画像から
一の走査位置の画像領域の画素群を抽出する。例えば、画素群抽出部は、Ｘ線検査装置１
００から得られるＸ線透過画像５０１を画像領域単位でスキャンし、物体の少なくとも一
部の形状の特性を含み得る複数の画素群を抽出する。
【００４８】
　ステップＳ２２では、判断部は、手荷物に所定の物体が含まれている否かを判断する。
例えば、判断部は、画素群抽出部により抽出された複数の画素群について、記憶部２２０
から読み出したデータ群に基づく各重みパラメータ２２２を利用して、ｉ方向の角度に関
して一連の写像を全て実行することにより、検査対象物（複数の画素群）が所定の物体に
相当するか否かを判断する。
【００４９】
　この際、判断部は、物体全体の画像に係る重みパラメータ２２２を用いてもよいし、物
体の最も顕著な特徴部位の画像に係る重みパラメータ２２２を用いてもよいし、両方の重
みパラメータ２２２を用いてもよい。例えば、物体の最も顕著な特徴部位の画像に係る重
みパラメータ２２２を用いることで、物体全体を対象とすることなく、物体を識別するた
めに最も顕著な特徴部位（万年筆におけるペン先等）のみから容易に物体を識別し得る。
また、物体全体ではなく最も顕著な特徴部位が処理の対象となるので、処理量を低減でき
るようになる。また、例えば、両方の重みパラメータ２２２を用いることで、より高精度
に物体を識別できるようになる。
【００５０】
　また、ステップＳ２２では、判断部は、一の物体のｉ方向でのカットのＸ線透過画像５
０１に係る重みパラメータ２２２に基づいて、検査対象物が所定の物体に相当するか否か
を判断したが、これに限られるものではない。例えば、一の物体の（ｉ－ｋ）方向でのカ
ットの重みパラメータ２２２に基づく判断結果と、ｉ方向でのカットの重みパラメータ２
２２に基づく判断結果と、（ｉ＋ｋ）方向でのカットの重みパラメータ２２２に基づく判
断結果とに基づいて、検査対象物が所定の物体に相当するか否かを判断してもよい。この
場合、判断部は、全ての判断結果で所定の物体が含まれると判断された場合に、検査対象
物が所定の物体に相当すると判断する。なお、ｋは、１≦ｋ＜ｉを満たす整数である。ま
た、ほぼ近い角度方向からのＸ線透過画像は相関性が高いことから、近接するＸ線透過画
像の重みパラメータ２０３を用いることで容易かつ高精度に物体を識別し得る。
【００５１】
　ステップＳ３０では、表示処理部は、表示処理を行い、一連の処理を終了する。例えば
、表示処理では、表示処理部は、判断部により検査対象物が物体に相当すると判断された
場合、表示部に表示されているＸ線透過画像のうち検査対象物を識別可能に着色する。こ
のように、画像全体からその検査対象物のみ特定色で表示することにより、検査員が容易
に認識することが可能になる。
【００５２】
　図６は、重みパラメータ最適化システム２の構成の一例を示す図である。重みパラメー
タ最適化システム２は、Ｘ線を照射するＸ線源６１１と、Ｘ線の透過量を計測するＸ線検
出器６１２と、物体６１３を載置するための回転台６１４と、重みパラメータ２２２を生
成する重みパラメータ最適化装置６１５とを含んで構成される。
【００５３】
　重みパラメータ最適化システム２では、Ｘ線源６１１およびＸ線検出器６１２が対とな
って上下方向（垂直方向）に所定の角度（例えば、１度）ずつ３６０度回転可能であり、
回転台６１４が水平方向に所定の角度（例えば、１度）ずつ３６０度回転可能である。か
かる構成により、回転台６１４に載置された物体について所定のカット（例えば、１２９
，６００カット）数のＸ線透過画像が取得できる。
【００５４】
　重みパラメータ最適化装置６１５は、計算機（コンピュータ）であり、ノートパソコン
、サーバ装置などである。重みパラメータ最適化装置６１５は、複数の入力データ（入力
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画像と正解ラベルとを含むデータ）に基づいて、物体を識別するための重みパラメータ２
２２を最適化する。
【００５５】
　図７は、重みパラメータ２２２の最適化を説明するためのネットワークの一例を示す図
である。図７では、入力層を除く層の数を「Ｍ」とし、入力層を第０層、その次を第１層
、・・・、出力層を第Ｍ層とする。
【００５６】
　本実施の形態では、任意の第ｍ層の写像関数素子の数をＮ（ｍ）と表記する。例えば、
第２層の写像関数素子の数は、Ｎ（２）となる。また、第ｍ層のｉ番目の写像関数素子の
出力値は、Ｏ（ｍ）

ｉと表記する。また、第ｍ層のｉ番目の写像関数素子に紐づいている
重みのうち、ｊ番目の重みをｗ（ｍ）

ｉ，ｊと表記する。また、第ｍ層のｉ番目の写像関
数素子への入力値は、１つ前の層の出力値であるので、１，Ｏ（ｍ－１）

１，Ｏ（ｍ－１

）
２，・・・となる。これらの入力値に重み（重みパラメータ２２２）を掛けて合計した

値は、ｕ（ｍ）
ｉと表記する。

【００５７】
　本ネットワークでは、入力層に、Ｘ線検査装置１００のＸ線透過画像（例えば、画像領
域における各画素の色濃度）を入力したときは、重みを掛けながら、第１層、第２層、・
・・と伝播していき、出力層から出力値ｙが出力される。他方、重みの更新（最適化）の
際には、まず出力層の重みの更新の計算を行い、その計算結果の一部を伝播させながら、
第（Ｍ－１）層、第（Ｍ－２）層、・・・というように、逆方向の順番に計算がされる。
【００５８】
　例えば、本ネットワークでは、出力誤差Ｅとしては下記を用いる。
【数１】

　ここで、ｙは、出力層の出力値（＝Ｏ（Ｍ））であり、ｔは、入力データの正解ラベル
である。つまり、「ｙ-ｔ」は、理想の出力値と実際の出力値との差を示す。
【００５９】
　よって、勾配降下法による第ｍ層の第ｉ番目の重みの更新式は、下記のようになる。

【数２】

【００６０】
　ここで、本ネットワークでは、多入力一出力としたので、δ（ｍ）

ｉは、下記のように
定義される。

【数３】

【００６１】
　なお、ｆ’は、活性化関数ｆの導出関数である。活性化関数ｆとしては、シグモイド関
数、双曲線正接関数、ランプ関数（Rectified　Linear　Unit）、ソフトマックス関数、
ガウス関数など、適宜の非線形の活性化関数（非線形の閾値処理）を採用することができ
る。
【００６２】
　重みパラメータ最適化装置６１５は、上述した更新式を用いて重みの更新を行う。より
具体的には、重みパラメータ最適化装置６１５は、まず、全ての重みをランダムに初期化
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する。そして、重みパラメータ最適化装置６１５は、最適化が終了するまで、入力データ
を入力し、出力誤差Ｅを計算し、上記の更新式に従い、出力層から順に全ての重みの更新
量を計算し、計算した更新量を全ての重みに適用することを繰り返す。
【００６３】
　上述した処理により、一の物体の一の方向についてのＸ線透過画像に係る重みパラメー
タ２０３の最適化が行われる。付言するならば、一の物体の全ての方向（所定のカット数
）の各々について、重みパラメータ２２２が最適化される。また、登録すべき入手可能な
物体について、同様に処理を行い、重みパラメータ２２２を準備（記憶部２２０に記憶）
する。
【００６４】
　本実施の形態によれば、実際の検査対象物のＸ線撮像時に、データベースに予め登録さ
れたテンプレート画像などの標準データとの比較をする必要がなく、事前に記憶しておい
た物体に相当するものであれば、記憶部（メモリ）から読み出した重みパラメータを利用
して演算するだけで、Ｘ線撮像方向にかかわらず物体を容易に識別し得る。
【００６５】
　この結果、手荷物検査時において、検査員が検査対象物が事前に認識された物体である
か否かを目視確認する手間を低減させることができ、検査員の業務負担を軽減することが
できる。
【００６６】
（２）第２の実施の形態
　図８は、本実施の形態に係る物体識別装置２０１の構成の一例を示す図である。第１の
実施の形態の物体識別装置２００との主な違いは、危険物（刃物類、凶器となり得る物、
先端が著しく尖っている物など）を判定し、判定結果を出力する点である。第１の実施の
形態と同じ構成については、同じ符号を付して、その説明を適宜省略する。
【００６７】
　物体識別装置２０１は、重みパラメータ最適化システム２で最適化された重みパラメー
タと、手荷物などの検査物にＸ線（エックス線）を照射して得られたＸ線透過画像とに基
づいて、検査物にどのような物体（検査対象物）が含まれているかを識別（判定）すると
共に、手荷物に危険物が含まれているか否かを判定し、判定結果を出力する。
【００６８】
　物体識別装置２０１は、警告部を更に備え、警告部は、例えば、ＣＰＵがＲＯＭに格納
されたプログラム（例えば、物体識別プログラム２２３）をＲＡＭに読み出して実行する
こと（ソフトウェア）により実現されてもよいし、専用の回路などのハードウェアにより
実現されてもよいし、ソフトウェアとハードウェアとが組み合わされて実現されてもよい
。
【００６９】
　危険物情報２２４は、記憶部２２０に記憶されている重みパラメータ２２２に基づいて
算出される出力値（識別される物体）が危険物であるか否かを示す情報である。物体識別
装置２００では、物体と当該物体に係る一または複数の重みパラメータ２２２と当該物体
が危険物であるか否かを示す危険物情報２２４とが対応付けられて記憶部２２０に記憶さ
れている。なお、物体が危険物である場合にのみ危険物情報２２４が記憶部２２０に記憶
されるような他のデータ構成であってもよい。
【００７０】
　なお、図示は省略するが、Ｘ線検査装置１００は、危険物が手荷物に含まれている旨を
検査員にフィードバックする機構（ランプを点灯する、音声を出力する、Ｘ線検査装置１
００内で手荷物を搬送するベルトコンベア等の駆動機構を停止する等の警告機構）を更に
備えてもよい。
【００７１】
　図９は、物体識別装置２０１が実行する一連の処理に係るフローチャートの一例を示す
図である。
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【００７２】
　ステップＳ４０では、判断部は、危険物情報２２４に基づいて手荷物に危険物が含まれ
ている否かを判定する。判定部は、手荷物に危険物が含まれていると判定した場合、ステ
ップＳ５０に処理を移し、手荷物に危険物が含まれていないと判定した場合、ステップＳ
３０に処理を移す。
【００７３】
　ステップＳ５０では、警告部は、警告処理を行う。例えば、警告部は、判断部により検
査対象物が物体に相当すると判断され、かつ当該物体が記憶部２２０に記憶されている危
険物情報２２４の危険物に該当すると判断された場合、Ｘ線検査装置１００に警告する旨
の指示を送信し、Ｘ線検査装置１００の警告機構により周囲に音声および発光のいずれか
一方または両方により警告する。かかる警告によれば、検査員が危険物を容易に認識する
ことが可能になる。なお、物体識別装置２０１が警報機構を備え、物体識別装置２０１が
警告を行うようにしてもよい。
【００７４】
　また、警告部は、Ｘ線検査装置１００による警告と共に、または当該警告に替えて、表
示部（表示端末３００と出力部２４０との一方または両方）に表示されているＸ線透過画
像のうち検査対象物を所定の表示色および表示パターンにて表示されるよう表示部に指示
してもよい。かかる処理によれば、検査員が危険物の存在を見落とすリスクを低減するこ
とが可能になる。
【００７５】
（３）他の実施の形態
　なお上述の実施の形態においては、本発明を物体識別システムに適用するようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々のシステム、物体識別方法に広
く適用することができる。
【００７６】
　また上述の実施の形態においては、透過による画像により検査物を判別するＸ線検査装
置１００を例に挙げて説明したが、これに限られるものではない。例えば、Ｘ線検査装置
１００に加えてまたは替えて、検査対象物に照射したＸ線により発生した後方への後方散
乱線（コンプトン散乱線）の量を画像にする後方散乱線検査装置を採用してもよい。後方
散乱線は、樹脂などの原子番号の小さい材料からの散乱線量が多くなる特性があり、後方
散乱線検査装置では、透過による画像と異なった画像が得られる。例えば、Ｘ線検査装置
１００と後方散乱線検査装置とを併用することにより、金属に隠れている樹脂などの検査
物を検出可能となる。
【００７７】
　また上述の実施の形態においては、Ｘ線検査装置１００は、１種類のＸ線透過画像を取
得する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、Ｘ線検査装置１００は、複数種類
のＸ線透過画像（例えば、硬物質の情報を詳細に示す画像、軟物質の情報を詳細に示す画
像）を取得するようにしてもよい。複数種類のＸ線透過画像を用いることで、より高精度
に物体を識別できるようになる。
【００７８】
　また、上記の説明において各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報
は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記憶装置、または、
ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。また、制御線や情報
線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を
示しているとは限らない。
【００７９】
　また上述した構成については、本発明の要旨を超えない範囲において、適宜に、変更し
たり、組み替えたり、組み合わせたり、省略したりしてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
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　１……物体識別システム、２……重みパラメータ最適化システム、１００……Ｘ線検査
装置、２００……物体識別装置、２１０……制御部、２２０……記憶部、２２１……物体
識別プログラム、２２２……重みパラメータ、２２４……危険物情報、２３０……入力部
、２４０……出力部、２５０……通信部、３００……表示端末、６１５……重みパラメー
タ最適化装置。

【図１】 【図２】
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